
江
戸
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
る

伝
統
の
技
「
都
城
大
弓
」

長
さ
約
２
㍍
の
竹
で
作
ら
れ
た
弓
で
、

曲
線
の
美
し
さ
な
ど
か
ら
国
の
伝
統
的
工

芸
品
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
都
城
大
弓
。

２
０
０
以
上
も
あ
る
工
程
を
、
一
人
の
弓

師
が
手
仕
事
で
仕
上
げ
ま
す
。

地
域
団
体
商
標

地
域
の
特
産
品
な
ど
を
生
産
す
る
事
業

者
の
信
用
を
高
め
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
保

護
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
的
に

特
許
庁
が
創
設
。
地
域
の
名
称
と
商
品
名

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
価

値
を
高
め
ま
す
。

【
登
録
に
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
】

　
同
商
標
に
登
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
地

域
の
名
称
と
特
産
品
の
関
連
性
」
や「
地

域
に
根
差
し
た
団
体
で
あ
る
」、「
必
要
と

す
る
人
に
広
く
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

客
観
的
に
証
明
で
き
る
」な
ど
、高
い
ハ
ー

ド
ル
が
あ
り
ま
す
。

【
商
標
登
録
の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
】

◎�「
都
城
大
弓
」の
商
標
を
、
他
者
が
不
正

使
用
す
る
こ
と
を
法
的
に
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る

◎�「
地
域
の
名
物
」と
し
て
国
が
保
護
す
る

こ
と
や
、
国
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
た

こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
、
信
用
力
や
ブ

ラ
ン
ド
力
が
高
ま
る

◎�

組
織
の
強
化
や
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
誇
り
が

形
成
さ
れ
る

「都城大弓」「都城大弓」がが
特許庁特許庁のの地域団体商標地域団体商標に登録！に登録！
「都城大弓」「都城大弓」がが
特許庁特許庁のの地域団体商標地域団体商標に登録！に登録！

他のブランドなどで名
称を無断で使われるようなニュースを耳
にしていて、名称の保護に危機感を持っ
ていました。
　そこで、「都城大弓」の名称保護とさら
なるブランド力向上のため、国の地域団
体商標に登録を申請。手続きには、さま
ざまな資料の準備が必要となり、２年掛
かりとなりました。
　ようやく全国的に有名になるスタート
ラインに立ったところ。今後さらにPR
を強化し、ゆくゆくは都城大弓を海外に
も広めていきたいです。

インタビュー

都城弓製造協同組合
弓師
横山 慶太郎さん

（横山黎明弓製作所）

国の伝統工芸品「都城大弓」が 12月28日、特許庁
の地域団体商標に登録されました。伝統工芸品として
は、県内初。今回はその魅力などを紹介します。

◎問い合わせ　ふるさと産業推進局　☎ 23-2193
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